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不服申し立て書不服申し立て書不服申し立て書不服申し立て書

石川勝行 新居浜市長様

２０１５年１１月 日

一 不服申し立てに関わる処分について一 不服申し立てに関わる処分について一 不服申し立てに関わる処分について一 不服申し立てに関わる処分について

【経緯】

① 平成 27年 10月 13日付けで、新居浜市教育委員会に対し、情報公開請求を行った。

② 平成 27 年 10 月 27 日付けで、新居浜市情報公開条例第 11 条第 1 項の規定により、

公開決定がなされ、写しの交付を受けた。

③ 『個々の調査員結果』及び『私の評価表』については新居浜市情報公開条例第 7 条

第 2号及び第 5号に該当するとして、非公開の通知を受けた。（事実証明書１）

二 審査請求の趣旨及び理由二 審査請求の趣旨及び理由二 審査請求の趣旨及び理由二 審査請求の趣旨及び理由

【不服申し立ての項目】

① 『個々の調査員結果』を、公開せよ

② 『私の評価表』を公開せよ

【不服申し立ての理由】

① 平成① 平成① 平成① 平成 28年度中学校使用教科書採択の経過年度中学校使用教科書採択の経過年度中学校使用教科書採択の経過年度中学校使用教科書採択の経過

2016 年度使用教科書採択（歴史）において、新居浜市教育委員会は、8 つの出版社の

中から育鵬社版教科書が採択した。2015 年 8 月 12 日に開催された教育委員会定例会会

議録によると、

「調査員は、育鵬社を A、東京書籍、帝国書院を B、日本文教出版、教育出版、清水書
院を C、その他を D としております。また、学校の評価については、育鵬社を 1 位に推

している学校が 2 校、2 位としているとこりが 2 校。東京書籍を 1 位に推しているとこ

ろは 10校、2位としているところは 1校となっています。帝国書院を 1位に推している

ところは 0 校、2 位に推しているところは 3 校となっています。採択委員会ではそれら

を総括し、育鵬社を選定、東京書籍を次点としております。ご審議をお願いします。」

その結果、教育委員会は、挙手にて全員一致で育鵬社版を採択した。

② 採択への疑念② 採択への疑念② 採択への疑念② 採択への疑念
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8 月 13 日付け愛媛新聞で、「学校現場の評価割れる」との記事が掲載された。下記に

記す。

「『調査員評価』は、育鵬社版が A,東京書籍版が B だったのに対し、各学校ごとに意見

を取りまとめた『学校評価』では、12校中 10校が 1位を東京書籍版とし、育鵬社版を 1

位としたのは 2 校。2 位とした学校は、東京書籍版 1 校、育鵬社版 2 校だった。これら

学校現場からの評価結果を踏まえた上で、採択委員会は育鵬社版教科書を 1 位、東京書

籍を 2位と総括し、市教委に提出した。

今回市教委が採択した 9教科 15分野のうち『学校評価』と『調査員評価』の順位が異
なったのは歴史、数学、家庭科の 3 分野。市教委関係者は『調査員は手元に教科書が配

られ、じっくり読み比べることができる。一方、他の教員は限られた時間の中、図書館

に出向いて閲覧する。両者の判断にずれがあっても不思議ではない』としている。（事実

証明書 2）」

『学校の評価表』（事実証明書 3）では、「12校中 10校が 1位を東京書籍版とし、育鵬

社版を 1 位としたのは 2 校。2 位とした学校は、東京書籍版 1 校、育鵬社版 2 校」であ
り、『学校の評価表』を見る限り、学校現場は東京書籍を圧倒的に支持している。にもか

かわらず、「育鵬社版が A、東京書籍版が B」という 3人の教員による「調査員評価（＝

平成 28 年度使用中学校教科用図書の調査結果の総括 事実証明書 4）以下、『調査結果
の総括』という」との、ずれは大きく見過ごせない。

市教委関係者は、「両者の判断にずれがあっても不思議ではない」というが、専門的知

識を持ち、日々、子どもたちと接している教員は、採択委員や教育委員とは違い、自分

の専門分野の教科のみを調査研究するだけであり、また、そのための閲覧期間も十分設

けられている。にもかかわらず、各教員が行った調査研究である『私の評価表』を元に

作成された「学校の評価表」と、3 人の調査員が行った調査研究である『個々の調査結

果』を元に作成された「調査結果の総括」に、ここまでの大きなずれがあるのは不思議

であり、違和感を感じる。

以上を鑑みれば、『個々の調査結果』を作成する 3人の調査員に育鵬社版を推す教員を
恣意的に選んのではないか、もしくは、「調査結果の総括」は、『個々の調査結果』を元

に公正・公平に反映されていないのではないか、という疑念をぬぐえない。また、『私の

評価表』における各教員の調査研究では、どの出版社のどのような点を評価されている

のか、また、それらの調査研究結果が『学校の評価表』に公正・公平に反映されている

のかどうか疑念がある。

③ 非公開の理由の不当性③ 非公開の理由の不当性③ 非公開の理由の不当性③ 非公開の理由の不当性

新居浜市教育委員会は、非公開の理由を「新居浜市情報公開条例第 7 条 2 号及び 5 号

に該当する」とした。

情報公開の写しをいただいた数日後、学校教育課の井上指導主幹をたずね、上記条例
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のどの部分に該当するのか詳細をお聞きしたところ、下記の部分を提示された。

新居浜市情報公開条例第 7条第 2号『個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に

関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等によ

り特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人

を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはでき

ないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの』

及び第 5号公にすることにより、『率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に

損なわれるおそれ』」をあげた。

しかし、第 7 条第 2 号の、『個人に関する情報』であるならば、学校名、氏名など、

当該部分を黒塗りにすればいいだけである。四国中央市教育委員会にいたっては、情報

公開請求で入手した情報を、目的以外に使用しないこと、目的以外に使用した場合は責

任を負うことなど注意喚起を行い、『個々の調査結果』も氏名入りで公開している。

第 7条第 5号については、すでに意思決定が終了しており、『中立性が不当に損なわれ

る』ということが具体的に何を意味するのか理解できない。

④ 『個々の調査結果』を公開する必要がある理由④ 『個々の調査結果』を公開する必要がある理由④ 『個々の調査結果』を公開する必要がある理由④ 『個々の調査結果』を公開する必要がある理由

新居浜市採択委員会に提出された採択資料の一つは、3 人の調査員が 8 つの出版社を

個々に評価した『個々の調査結果』を元に、3人の合議で作成された「調査結果の総括」

だけであり、『個々の調査結果』は見ていない。

よって、採択委員会の資料は公正・公平に作成されたのものなのか明らかにするため、

つまり、教科書採択が公正・公平に行われたのかを明らかにするため、『個々の調査結果』

は公開されなければならない。

⑤ 『私の評価表』を公開する必要がある理由⑤ 『私の評価表』を公開する必要がある理由⑤ 『私の評価表』を公開する必要がある理由⑤ 『私の評価表』を公開する必要がある理由

採択委員会に提出された採択資料の二つ目は『学校評価表』である。

これは、各教員全員が、『私の評価表（事実証明書４）」』をもとに、「適当と思われる教

科書を教科ごとに 2種類を選定し、学校長に提出」する。そして、「学校長は、教員全員

の評価表を『学校の評価表』にまとめ（事実証明書６「平成 27年度における教科書展示
会について」）」、提出されたものが採択委員会の資料となる。よって、採択委員は、各

教員が行った調査研究である『私の評価表』は見ていない。

よって、採択委員会の資料である「学校の評価表」は公正・公平に作成されたのか、

教科書採択が公正・公平に行われたのかを明らかにするため、つまり、教科書採択は公

平・公正に行われたのかを明らかにするため、『私の評価表』は公開されなければならな

い。
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⑥ 『個々の調査結果』と『私の評価表』を公開する法的根拠⑥ 『個々の調査結果』と『私の評価表』を公開する法的根拠⑥ 『個々の調査結果』と『私の評価表』を公開する法的根拠⑥ 『個々の調査結果』と『私の評価表』を公開する法的根拠

第１ 住民の「知る権利」の制度保障の情報公開法・公文書管理法第１ 住民の「知る権利」の制度保障の情報公開法・公文書管理法第１ 住民の「知る権利」の制度保障の情報公開法・公文書管理法第１ 住民の「知る権利」の制度保障の情報公開法・公文書管理法

１ 憲法２１条から再構成された住民の「知る権利など」１ 憲法２１条から再構成された住民の「知る権利など」１ 憲法２１条から再構成された住民の「知る権利など」１ 憲法２１条から再構成された住民の「知る権利など」

伊藤正己（東京大学教授・最高裁判事）は、『憲法（新版）』（弘文堂）の「言論・出版

の自由」のなかで、「知る権利」及び「アクセス権」について、次のように述べている。

言論の自由の内容として知る自由も含まれていることは既に指摘した。人が自

己の意思・意見を形成するためには、情報を自由に獲得できるようになっていな

ければならず、これを公権力が妨げてはならないという消極的側面についてはこ

れまで説いてきたところで理解できる。ところが、今日では、多量の情報の収集

・管理・操作が政府やマス・メディアといった限られたところに集中されており、

個人が自由に情報を得たり伝達することができない状態となっている。そこで、

情報収集等の権利を積極的に構成すべきであるという考えが登場するようになっ

た。すなわちそれは、情報を確保する主体に対し、情報の開示ないし提供を請求

することのできる権利としての性格を与えようとするものである。これが狭義の

知る権利と称されるものであり、言論活動にかかわることであるから憲法２１条

に基礎づけられるのである。また、情報の存する所へ接近しそれを得たり、情報

提供の場を利用するという側面からアスセス権と称される権利が知る権利ととも

にとなえられる。（３１７頁）

芦部信喜著『憲法 第三版』（岩波書店）の「一 表現の自由の意味」で、「知る権利

など」を次のように解説している。

２ 表現の自由と知る権利

（一） 送り手の自由から受けての自由へ

表現の自由は、思想・情報を発表し伝達する自由であるが、情報化の進んだ現

代社会では、その観念を「知る権利」という観点を加味して再構成しなければな

らない。

表現の自由は、情報をコミュニケイトする自由であるから、本来、「受け手」の

存在を前提にしており、知る権利を保障する意味も含まれているが、１９世紀の

市民社会においては、受け手の自由をとくに問題にする必要はなかった。ところ

が、２０世紀になると、社会的に大きな影響力をもつマス・メディアが発達し、

それらのメディアから大量の情報が一方的に流され、情報の｢送り手｣であるマス

・メディアと情報の「受け手」である一般国民との分離が顕著になった。しかも、

情報が社会生活においてもつ意義も、飛躍的に増大した。そこで、表現の自由を

一般国民の側から再構成し、表現の受け手の自由（聞く自由、読む自由、視る自

由）を保障するためそれを「知る権利」と捉えることが必要になってきた。表現
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の自由は、世界人権宣言１９条に述べられているように、「干渉を受けることなく

自己の意見をもつ自由」と「情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む」

ものと介されるようになったのである。

（二） 知る権利の法的性格

知る権利は、「国家からの自由」という伝統的な自由権であるが、それにとどま

らず、参政権（国家への自由）的な役割を演ずる。個人はさまざまな事実や意見

を知ることによって、はじめて政治に有効に参加することができるからである。

さらに、知る権利は、積極的に政府情報等の公開を請求することのできる権利

であり、その意味で、国家の施策を求める国務請求権ないし社会権（国家による

自由）としての性格をも有する点に、最も大きな特徴がある。・・・・以下略。

３ アクセス権

知る権利と関連して、マス・メディアに対するアクセス権が主張されることが

ある。アクセス権とは近づく（接近する）権利ということで、種々の場合に用い

られる。・・・・・政府情報へのアクセス権とは政府情報の公開請求権を意味す

る。・・・・・以下略。（１６３～１６４頁）

以上のように、「知る権利」及び「アクセス権」（以下「知る権利など」という。）は、

憲法２１条の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」の言論の自由及び

表現の自由が再構成され、「権利」として保障されるに至っている。

２ 「知る権利など」を前提とする情報公開法・新居浜市情報公開条例２ 「知る権利など」を前提とする情報公開法・新居浜市情報公開条例２ 「知る権利など」を前提とする情報公開法・新居浜市情報公開条例２ 「知る権利など」を前提とする情報公開法・新居浜市情報公開条例

住民の「知る権利など」を保障する制度的の一つが、「行政機関の保有する情報の公開

に関する法律」に基づく情報公開制度である。同法第１条は次のようにそれを規定して

いる。

この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につ

き定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政

府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、

国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目

的とする。

また、「新居浜市情報公開条例」は、同第１条で、次のように「市民の知る権利」を尊

重すると規定している。

この条例は、市民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利を明らか

にするとともに、市の機関が保有する情報の公開に関し必要な事項を定め、市
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が市政に関し市民に説明する責務を全うすることにより、市民の市政に対する

理解と信頼を深め、市政への参加を促進し、もって公正で開かれた市政を推進

することを目的とする。

このように、「市民の知る権利を尊重」するとし、「公文書の公開を請求する権利を

明らかにするとともに、市の機関が保有する情報の公開に関し必要な事項を定め、市

が市政に関し市民に説明する責務を全うすることにより、市民の市政に対する理解と

信頼を深め、市政への参加を促進し、もって公正で開かれた市政を推進することを目

的とする」と「住民自治の理念」に則っる「参政権」の基礎をなすものとして新居浜

市情報公開条例を位置付けている。

３ 「知る権利など」を保障する公文書等の管理に関する法律３ 「知る権利など」を保障する公文書等の管理に関する法律３ 「知る権利など」を保障する公文書等の管理に関する法律３ 「知る権利など」を保障する公文書等の管理に関する法律

宇賀克也（東京大学法学部教授）は、著書『情報公開法と公文書管理』（有斐閣）の「公

文書管理法制の変遷」のなかで、次のように解説している（１～２頁）。

１ 「公用物」としての文書管理１ 「公用物」としての文書管理１ 「公用物」としての文書管理１ 「公用物」としての文書管理

・・・公文書は 公務員の執務の便宜のためのものとする考えが一般的であり、

庁舎等と同じく 国や公共団体の使用に供される「公用物」として観念されていた。

・・・・・・・基本的には、公文書は公務員の執務の便宜のための「公用物」と

観念されていたから、それを提供するか否か、提供するとして誰にいつ提供する

かについては、公務員の裁量にゆだねられていた。

２ 「公共用物」としての文書管理２ 「公共用物」としての文書管理２ 「公共用物」としての文書管理２ 「公共用物」としての文書管理

このような状況に画期的な変化をもたらしたのが、情報公開法、情報公開条例

による客観的情報開示請求制度の創設である。情報公開法 情報公開条例の基礎に

ある理念は、国は国民に対し、地方公共団体は当該団体の住民に対し説明責務を

負っており、その説明責務を履行するために、公文書の開示請求権を国民、住民

に付与し、開示を原則として義務付けるというものである。これにより、公文書

は、単に公務員の執務の便宜のための「公用物」であるにとどまらず、同時に、

道路や公園のように誰もが自由に利用できる「公共用物」としての性格も併有す

ることになった。（下線請願者。以下同じ。）

以上のように「公文書等の管理に関する法律」における「公文書」は、「公用物」から

「公共用物」へと位置付け直される改正が行われた。同法１条、同４条、同３４条は、

次のとおりである。

公文書等の管理に関する法律公文書等の管理に関する法律公文書等の管理に関する法律公文書等の管理に関する法律

第一条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録であ
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る公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権

者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念

にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文

書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が

適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有す

るその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすること

を目的とする。

第四条 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関に

おける経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実

績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微な

ものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しな

ければならない。

一 法令の制定又は改廃及びその経緯

二 前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は

省議（これらに準ずるものを含む。）の決定又は了解及びその経緯

三 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対

して示す基準の設定及びその経緯

四 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯

五 職員の人事に関する事項

第三十四条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の

適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければ

ならない。

下記は、同法の改正を伴い作成された「行政文書の管理に関するガイドライン（抜粋）」

（２０１５年３月１３日内閣総理大臣決定。同５年４月１日施行）の≪留意事項≫であ

る。前記の公文書等の管理に関する法律第４条の作成義務がある公文書の政府の解説で

ある。

≪留意事項≫≪留意事項≫≪留意事項≫≪留意事項≫

＜文書主義の原則＞＜文書主義の原則＞＜文書主義の原則＞＜文書主義の原則＞

○ 行政機関の意思決定及び事務事業の実績に関する文書主義については、行政機関

の諸活動における正確性の確保、責任の明確化等の観点から重要であり、行政の適正

かつ効率的な運営にとって必要である。このため、法第４条に基づき、第３－１におい

て、行政機関の意思決定及び事務事業の実績に関する文書主義の原則を明確にして

いる。これに基づき作成された文書は｢行政文書｣となる。

○ 「意思決定に関する文書作成」については、①法第４条に基づき必要な意思決定に至

る経緯・過程に関する文書が作成されるとともに、②最終的には行政機関の意思決定の

権限を有する者が文書に押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容
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を当該行政機関の意思として決定することが必要である。このように行政機関の意思決

定に当たっては文書を作成して行うことが原則であるが、当該意思決定と同時に文書を

作成することが困難であるときは、事後に文書を作成することが必要である。

○ 例えば、法令の制定や閣議案件については、最終的には行政機関の長が決定する

が、その立案経緯・過程に応じ、最終的な決定内容のみならず、主管局長や主管課長に

おける経緯・過程について、文書を作成することが必要である。また、法第４条第３号で

「複数の行政機関による申合せ・・・及びその経緯」の作成義務が定められているが、各

行政機関に事務を分担管理させている我が国の行政システムにおいて、行政機関間で

なされた協議を外部から事後的に検証できるようにすることが必要であることから、当該申

合せに関し、実際に協議を行った職員の役職にかかわらず、文書の作成が必要であ

る。

○ 「事務及び事業の実績に関する文書作成」については、行政機関の諸活動の成果であ

る事務及び事業の実績を適当と認める段階で文書化することが必要である。例えば、同

一日に同一人から断続的に行われた相談への対応について、最後の相談が終了した後

に文書を作成することなどが考えられる。

○ 行政機関の職員は、当該職員に割り当てられた事務を遂行する立場で、法第４

条の作成義務を果たす。本作成義務を果たすに際しては、①法第１条の目的の

達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並

びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証すること

ができるようにすること、②処理に係る事案が軽微なものである場合を除くこ

とについて、適切に判断する必要がある。

以上のように、「国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定

め」、行政文書等の適正な管理のみならず、「現在及び将来の国民に説明する責務」とし

て、「意思決定に至る経緯・過程に関する公文書」として、「立案経緯・過程に応じ、最

終的な決定内容のみならず、主管局長や主管課長における経緯・過程について、文書を

作成することが必要である」と「意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事

業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるようにすること」とし、それら

のものを公文書の作成及びその管理を義務づけている。

以上のように、公開される会議でなく、日常業務における行政内部の意思決定に至る

過程並びに当該行政機関の事務にまでも、公文書として、作成を義務付けている。そし

て、先の情報公開法に基づき、公文書を開示する必要がある。このように、情報公開法

と公文書管理法とは、車の両輪として位置付けることで、住民の「知る権利」及び「説

明責任」を果たすものとして存在している。

小結小結小結小結 （（（（住民の住民の住民の住民の「「「「知る権利など知る権利など知る権利など知る権利など」」」」の制度保障の情報公開法の制度保障の情報公開法の制度保障の情報公開法の制度保障の情報公開法・・・・公文書管理法公文書管理法公文書管理法公文書管理法））））

以上のように、憲法第２１条に基づく住民の「知る権利など」（参政権の基礎をなす情

報の確保）を制度的に保障するものとして情報公開法・公文書管理法を定め、公文書な



- 9 -

どにおける住民への説明責任の義務を課している。

⑦ 『個々の調査員結果』及び『私の評価表』は、公開されなければならない⑦ 『個々の調査員結果』及び『私の評価表』は、公開されなければならない⑦ 『個々の調査員結果』及び『私の評価表』は、公開されなければならない⑦ 『個々の調査員結果』及び『私の評価表』は、公開されなければならない。。。。。。。。

１ 『個々の調査員結果』は、新居浜市採択委員会における採択資料のひとつ「調査結

果の総括」という最終決定がなされるための、「意思決定に至る過程（中略）を合理的に

跡付け、又は検証することができる」公文書である。

２ 『私の評価表』は、新居浜市採択委員会における採択資料のひとつ「学校評価表」

という最終決定がなされるための「意思決定に至る過程（中略）を合理的に跡付け、又

は検証することができる」公文書である。

結論結論結論結論

よって、新居浜市教育委員会は、憲法 21条及び情報公開法、公文書管理法、そして、

新居浜市情報公開条例に基づき、住民への説明責任の義務を果たすため、不服申し立て

の 2項目である『個々の調査員結果』『私の評価表』を公開しなければならない。

以上


